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改正女性活躍推進法等説明会を開催します 

 

香川労働局（局長：本間
ほ ん ま

 之
ゆき

輝
てる

）は、県内の企業を対象に、職場環境の整備改善

に向けた適切な取組を促進するため、下記のとおり説明会を開催いたします。 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」

（以下「改正女性活躍推進法」）が昨年６月５日に公布され、本年６月から順次施

行されています。また、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に

関する法律」(以下「パートタイム・有期雇用労働法」)が本年４月から施行され、

来年４月１日からは中小企業にも適用されます。 

よって、ハラスメント防止措置の義務化や同一労働・同一賃金への導入に係る中

小企業支援の取組として説明会を開催するものです。 

 

                   記 

 
１ 名 称   改正女性活躍推進法等説明会 
 

２ 日 時   令和２年１２月１日(火)１０：００～１１：３０・１３：３０～１５：３０ 
令和２年１２月３日(木)１３：３０～１５：３０ 

 
３ 会 場   高松サンポート合同庁舎北館低層棟２階アイホール 
       （香川県高松市サンポート３－３３） 
 

４ 定 員   各回４０人程度（同一内容で３回開催します。） 
 

５ 内 容   （１）改正女性活躍推進法について 
       （２）ハラスメント防止対策について 

        （３）パートタイム・有期雇用労働法について 
        （４）改正育児・介護休業法について 
               
６ 主 催    香川労働局 

※各回とも定員に達したため、申込受付は終了しております。 

※当日報道機関の取材は可能です。 

＜添付資料＞ 

  別 添   リーフレット「改正女性活躍推進法等説明会」 

担

当 

香川労働局雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官 

室長補佐 

中井 直美 

横井 陽子 

【電話】０８７-８１１-８９２４ 

【夜間】０８７-８１１-８９２８ 

ＨＰ：https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/ 
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